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国
民
健
康
保
険
は
、み
な
さ

ん
が
安
心
し
て
医
療
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
、加
入
者
一
人

ひ
と
り
が
保
険
税
を
納
め
て

必
要
な
医
療
に
充
て
助
け
あ

う
医
療
保
険
で
す
。

　

医
療
費
は
原
則
と
し
て
、

国
、県
、市
か
ら
の
補
助
金
な

ど
と
加
入
者
の
み
な
さ
ん
が

納
め
る
保
険
税
で
賄
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
の
国
民
健
康
保
険
は
、医

療
費
が
平
成
20
年
度
か
ら
26

年
度
の
間
で
79
億
円
増
加
し

て
い
る
一
方
で
、保
険
税
収
入

は
お
お
む
ね
横
ば
い
で
、バ
ラ

ン
ス
が
大
き
く
崩
れ
赤
字
と

な
る
大
変
厳
し
い
状
況
で
す
。

（
※
左
上
グ
ラ
フ
参
照
）

　

こ
の
赤
字
を
補
て
ん
す
る

た
め
に
、市
の
予
算
か
ら
繰
り

入
れ
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。こ

の
ま
ま
繰
入
金
が
増
え
続
け

て
い
く
と
、市
の
予
算
を
圧
迫

し
、市
民
サ
ー
ビ
ス
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
態
を
解
消

す
る
た
め
に
、国
民
健
康
保
険

財
政
の
健
全
化
に
向
け
、健
康

維
持
や
収
納
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、こ
の
た
び
、

被
保
険
者
の
代
表
者
の
方
な

ど
が
参
加
し
て
い
る「
市
川
市

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
」

よ
り
、「
市
川
市
国
民
健
康
保

険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
」の
答
申
を
受
け
ま
し
た
。

　

今
後
、こ
の
答
申
を
参
考

に
、国
民
健
康
保
険
制
度
の
安

定
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。

　
（
国
民
健
康
保
険
課
）

医療費と保険税収入額の推移

「市川市国民健康保険運営協
議会」 からの答申（概要）
～国民健康保険税改定の答申を得る～
　市の国民健康保険財政は、収支の均衡
を図るために一般会計から多額の法定外繰
り入れを行なっており、国民健康保険加入
者以外の市民との負担の公平性の観点か
ら望ましいとは言い難い。加えて、本市では、
保険税率などを平成16年度から据置いてき
たことから、今後も制度を維持していくため
には、抜本的な対策が急務であり、加入者に
とって一定の負担増となる保険税率などの
改定が必要である。

還付金詐欺に注意 市から銀行のＡＴＭの操作を依頼することは
絶対にありません。　　　  　  （市民安全課）
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20年度
平成20～24年度は決算額　平成25・26年度は予算額

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

医療費 保険税収入額

322 329
341

361
378 385
（単位：億円）

医療費
79億円

増加（年
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医療費
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増加（年
平均13

億円）
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健康維持の取り組みなど

特定健康診査・特定
保健指導の推進

　40歳から74歳の国民健
康保険加入者のみなさんを
対象に、特定健康診査を無
料で行っています。また、特定
健診の結果により対象となる
方には、特定保健指導も実
施しています。

☎377-4511疾病予防課

短期人間ドックの
利用

　国民健康保険に6カ月以
上加入している40歳未満の
方を対象に、短期人間ドック
の一部助成を行っています。

☎334-1497
国民健康保険課資格給付
担当

ジェネリック医薬品の
使用促進

　国民健康保険加入者のみなさんを対
象に、同じ有効成分でより低価格のジェ
ネリック医薬品に切り替えた場合の自己
負担額を「ジェネリック医薬品差額通
知」でお知らせしています。
　また、今年度は、保険証の交付にあわ
せてジェネリック医薬品希望カードを加
入者のみなさんに配布しますのでご利用
ください。

収納の取り組み

納付しやすい環境づくり
●コンビニエンスストア

での納付

●クレジットカードを使っ
た納付、パソコンや携
帯電話からの納付

●口座振替の申し込み
手続きの簡素化

●水曜夜間窓口及び
日曜相談窓口（月1
回）の開設

収納体制の強化
　特別の理由が無く滞納している方への差し押さえな
どの滞納処分の強化をしています。

国民健康保険財政の健全化に向けた取り組み

国
民
健
康
保
険
制
度
の

　
　
　
　
安
定
の
た
め
に


